
・
事
業
な
ど
を
開
始
し
て
初
め
て
の
申
告

・
配
当
所
得
の
申
告

・
雑
損
控
除
（
台
風
被
害
な
ど
の
控

　
除
）
の
申
告

・
山
林
所
得
の
申
告

・
贈
与
税
、相
続
税
、消
費
税
の
申
告

・
譲
渡
所
得（
土
地
、建
物
、株
式
、

　
会
員
権
の
売
却
な
ど
）
の
申
告

・
青
色
申
告（
事
業
、不
動
産
所
得
な
ど
）

・
初
回
の
住
宅
借
入
金
な
ど
特
別
控
除

・
令
和
５
年
分
以
前
の
申
告

・
準
確
定
申
告（
亡
く
なっ
た
方
の
申
告
）

・
太
陽
光
売
電
収
入
の
申
告

　
申
告
会
場
の
混
雑
に
よ
り
、待
ち
時

間
が
長
時
間
に
な
る
場
合
や
当
日
に

手
続
き
で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、e

－

T
a
x（
電
子
申
告
）

や
郵
送
で
の
提
出
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

自
身
で
申
告
書
を
作
成
す
る
方
は

e

－

T
a
x
サ
イ
ト
の「
確
定
申
告
書

作
成
コ
ー
ナ
ー
」が
便
利
で
す
。

役
場
で
受
け
ら
れ
な
い
確
定
申
告

e

－T
a
x
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

所
得
税
、復
興
特
別
所
得
税
、個

人
事
業
者
の
消
費
税
、地
方
消
費
税
、

贈
与
税
の
申
告
書
を
作
成
す
る
た
め

の
特
設
会
場
を
開
設
し
ま
す
。

■
期
間（
土
日
、祝
日
を
除
く
）

　
２
月
17
日
㈪
〜
３
月
17
日
㈪

■
受
付
時
間

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
４
時

※
相
談
は
午
前
９
時
か
ら
で
す
。

■
会
場　
東
金
市
役
所

■
入
場
整
理
券

　
当
日
会
場
で
配
布
す
る
ほ
か
、L
I

N
E
に
て
入
手
が
可
能
で
す
。

■
注
意
事
項

・
令
和
７
年
１
月
か
ら
、確
定
申
告

　

書
な
ど
の
控
え
に
収
受
印
の
押
捺

　
を
行
い
ま
せ
ん
。

・
還
付
申
告
を
す
る
方
は
、開
設
期

　

間
前
で
も
東
金
税
務
署
で
相
談
を

　
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

共
通（
い
ず
れ
か
が
必
要
で
す
）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

・
通
知
カ
ー
ド
と
身
分
確
認
書
類

（
運
転
免
許
証
な
ど
）

給
与
･
年
金
所
得

・
源
泉
徴
収
票

事
業
所
得（
農
業
･
営
業
･
不
動
産
）

・
収
入
や
経
費
を
記
入
し
た
収
支
内

　
訳
書

・
支
払
調
書（
不
動
産
所
得
で
発
行

さ
れ
て
い
る
場
合
）

雑
所
得（
個
人
年
金
･
シ
ル
バ
ー
な
ど
）

・
保
険
会
社
か
ら
送
付
さ
れ
る
個
人

年
金
支
払
調
書
ま
た
は
支
払
証
明

書
、支
払
通
知
書

・
社
会
福
祉
協
議
会
が
発
行
す
る
会

員
配
分
金
支
払
証
明
書
な
ど

一
時
所
得

・
保
険
会
社
か
ら
の一
時
金
や
損
害

保
険
金
の
満
期
返
戻
金
な
ど

医
療
費
控
除

・
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
ま

た
は
医
療
費
控
除
の
明
細
書

・
医
療
費
通
知
書
な
ど

社
会
保
険
料
控
除

・
国
民
年
金
保
険
料
控
除
証
明
書

・
国
保
税（
料
）、介
護
保
険
料
、後

　
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
領
収
書

　
（
他
市
区
町
村
の
場
合
）

生
命
･
地
震
保
険
料
控
除

・
保
険
会
社
が
発
行
す
る
控
除
証
明

書
な
ど

寄
附
金
控
除

・
寄
附
金
受
領
証
明
書
な
ど

障
害
者
控
除

・
障
害
者
手
帳
な
ど

勤
労
学
生
控
除

・
在
学
証
明
書

　
医
療
費
通
知
は
医
療
費
控
除
の
申

告
に
利
用
で
き
ま
す
。申
告
す
る
際
は
、

左
記
の
項
目
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

①
医
療
費
通
知
に
記
載
さ
れ
て
い
な

　
い
も
の
が
あ
る
場
合
は
、病
院
や
薬

　

局
か
ら
発
行
さ
れ
る
領
収
書
に
基

　
づ
い
て「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」

　
を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

②「
窓
口
負
担
額
」に
は
、自
己
負
担

　
相
当
額
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。な

　
お
、「
窓
口
負
担
額
」と
実
際
に
ご

　
自
身
が
負
担
さ
れ
た
額
が
異
な
る

　

場
合（
例
：
高
額
療
養
費
、公
費

　
負
担
医
療
な
ど
が
あ
る
場
合
）に
は
、

　
「
窓
口
負
担
額
」に
記
載
の
額
か
ら

　

高
額
療
養
費
な
ど
の
額
を
差
し
引

　
い
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
令
和
６
年
分
の「
課
税
事
業
者
」と

な
る
方
は
次
の
と
お
り
で
す
。

・
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
の
登
録

　
を
さ
れ
て
い
る
方

・
令
和
４
年
分
課
税
売
上
高
が
1
千

　
万
円
を
超
え
て
い
る
個
人
事
業
者

・
令
和
４
年
分
の
課
税
売
上
高
が

1
千
万
円
以
下
の
個
人
事
業
者
で
、

　

令
和
５
年
12
月
末
ま
で
に「
消
費

　

税
課
税
事
業
者
選
択
届
出
書
」を

　
提
出
し
て
い
る
方

・
特
定
期
間（
令
和
５
年
1
月
1
日

　
〜
令
和
５
年
6
月
30
日
）の
課
税

　
課
税
売
上
高
が
1
千
万
円
を
超
え

　
て
い
る
個
人
事
業
者

　

所
得
税
と
住
民
税
の
申
告
は
、国

民
健
康
保
険
税
や
介
護
保
険
料
の
算

定
資
料
、福
祉
･
医
療
教
育
資
金
の

給
付
、保
育
料
の
判
定
基
準
な
ど
に

も
影
響
し
て
い
ま
す
。

　
申
告
し
な
か
っ
た
場
合
、国
民
健
康

保
険
税
や
介
護
保
険
料
が
正
し
く
算

定
さ
れ
な
か
っ
た
り
、各
種
申
請
や
手

続
き
に
必
要
な
証
明
書
な
ど
が
発
行

で
き
な
く
な
っ
た
り
す
る
た
め
、必
ず

期
限
内
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

税
務
署
で
の
申
告
相
談

申
告
に
必
要
な
も
の

申
告
を
し
な
か
っ
た
場
合

消
費
税
･
地
方
贈
与
税

医
療
費
控
除
の
申
告

発送（予定）月 対象診療年月

令和6年６月 令和6年１～３月

令和6年９月 令和6年４～６月

令和7年１月 令和6年７～１０月

令和7年３月 令和6年１１～１２月
※医療機関からの請求が遅れている場合など、医療費通
　知に記載されないことがあります。

確定申告確定申告 問 所得税に関すること
　 東金税務署　☎0475-52-3121
　 住民税に関すること
 　町民税務課課税係　☎77-3915

▲e-Taxサイト

令和６年分の所得税確定申告書・住民税申告書の提出期間令和６年分の所得税確定申告書・住民税申告書の提出期間
2月 17日㈪～3月 17日㈪2月 17日㈪～3月 17日㈪

役場の相談日程は、広
報しばやま１月号また
は町ホームページをご
確認ください。

済

未①

有

無

②

②
有

無

③

④

有

無

②

⑤

給
与
収
入
が
あ
っ
た

令
和
6
年
中
に

給
与
以
外
の
所
得

年

末

調

整

公
的
年
金
以
外
の
収
入

公
的
年
金
収
入
が
あ
っ
た

令
和
6
年
中
に

給
与・公
的
年
金
収
入

以
外
の
収
入
が
あ
っ
た

令
和
6
年
中
に

追
加
す
る
控
除

（
医
療
費
や
扶
養
親
族
な
ど
）

※申告が不要となった
方でも、住民税申告書
が届いたら申告が必要
となる場合があります。

①
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

②
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。た
だ
し
、

　
公
的
年
金
の
収
入
が
4
0
0
万
円

　
以
下
で
、そ
の
他
の
事
業
所
得
な
ど

　
が
20
万
円
以
下
の
方
の
う
ち
、所
得

　
税
の
還
付
が
な
い
場
合
に
は
住
民
税

　
申
告
が
必
要
で
す
。

③
給
与
以
外
の
所
得
が
20
万
円
を
超

　
え
る
方
は
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

20
万
円
以
下
の
方
は
、原
則
、住
民

　
税
申
告
が
必
要
で
す
。

④
2
箇
所
以
上
か
ら
給
与
を
も
ら
って

　
い
る
方
は
、確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

　
そ
れ
以
外
の
方
は
、原
則
と
し
て
申

　
告
は
不
要
で
す
。

⑤
公
的
年
金
収
入
が
4
0
0
万
円
以

　
下
の
方
は
申
告
不
要
で
す
。

・
1
月
１
日
以
降
に
転
入
し
た
方

　
住
民
税
申
告
は
、1
月
1
日
現
在
で

住
ん
で
い
る
市
町
村
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。確
定
申
告
は
現
住
所
地
の
管
轄

税
務
署
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
令
和
６
年
中
に
収
入
が
な
かっ
た
方

　
町
内
在
住
の
親
族
が
、あ
な
た
を
扶

養
親
族
と
し
て
年
末
調
整
ま
た
は
申
告

を
し
て
い
る
場
合
、申
告
は
不
要
で
す
。

町
内
在
住
の
親
族
が
扶
養
し
て
い
な
い

場
合
は
、住
民
税
申
告
が
必
要
で
す
。

●
注
意
事
項　
年
金
所
得
者
の
申
告

不
要
制
度
が
あ
り
ま
す
が
、税
金
が
返

還
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

医療費通知の発送日程

▲国税庁
公式LINE

9 2025. ２月号 8広報しばやま 


